
四日市市歯科医療センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

                     四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第７３号 

四日市市歯科医療センター条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市歯科医療センター条例施行規則（平成８年四日市市規則第３６号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（診療日及び診療時間） （診療日及び診療時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項各号の規定による月ごとの診

療日は、同項第１号の診療日は毎月２日

以上、同項第２号の診療日は前項第２号

アの時間区分について毎月１日以上、同

号イの時間区分について毎月３日以上、

第１項第３号の診療日は毎月２日以上

とする。 

３ 第１項各号の規定による月ごとの診

療日は、同項第１号の診療日は毎月２日

以上、同項第２号の診療日は前項第２号

アの時間区分について毎月３日以上、同

号イの時間区分について毎月１日以上、

第１項第３号の診療日は毎月２日以上

とする。 

４ （略） ４ （略） 

 

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（健康福祉部保健企画課） 


